
 

 

３．平成 30年度相談支援に係る制度  改正、及び報酬改定について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：障害保健福祉関係主管課長会議

（平成 30年 3月 14日）資料 
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○相談支援の充実等について

（１）相談支援の充実について
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①計画相談支援及び障害児相談支援に
係る平成30年度障害福祉サービス等
報酬改定について
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②指定特定相談支援事業所等について
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②基幹相談支援センターについて
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④協議会について

【平成３０年度報酬改定】
地域の体制づくりの機能を強化する観点より

•特定相談支援事業所（障害児相談支援事業所）を中
心に、支援困難事例等についての課題検討を通じ、
共同で対応したことを評価する地域体制強化共同支
援加算が創設される。これにより明らかとなった地域
課題等について�協議会に報告することとなってい
る。

26



（２）相談支援専門員の研修体系の見直し
及び主任相談支援専門員について

①相談支援専門員の研修体系の見直しに
ついて
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